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群馬大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻 

認証評価結果 

 

 

群馬大学教職大学院の評価ポイント 

 

・教育課程の編成について、地域性を反映した科目「多文化共生教育の課題と実践」の学びを

３コース共通の基盤として、各コースの発展的な学びが構造化されている。外国にルーツを

持つ児童生徒への共生支援を中核にした学びは、特別支援教育実践開発コースの障害等のあ

る児童生徒支援に通じる。また、外国にルーツを持つ児童生徒が在籍する学級や学校経営を

考える教職リーダーコースでの学びや、学習指導を構想する授業実践開発コースでの学びへ

と繋がり深められる。このように、地域課題に即し「他者との協働した学び」に共生の視点

からも重層的に接近する学修が展開されている。 

 

・指導体制について、専任の研究者教員と実務家教員に教科教育学分野の学部教員を協力教員

に加えた指導教員３名体制は、学生の多様な臨床的疑問に応え、より効果的な実践研究の取

り組みを可能にしている。これにより、学生には研究知見と臨床知見の相互参照による実践

研究の遂行を通して学校の実態に即した研究の視座と方法論を修得する機会が提供されてい

る。また、指導教員の内の１名はメンターとして学生を支える役割を担うなど、丁寧な学生

指導が実施されている。 

 

・県や市教育委員会との連携事業への積極的関与は、教職大学院の教員にとって県内の教育事

情や学校が抱える課題を把握する機会にもなっている。事業で得られた知見や学校からの要

望は、教職大学院の授業や研究指導に反映されている。教職大学院と教育委員会や学校は、

お互いに価値を提供し合う関係のもと、学校の実態に即して学び・研究する環境を適時的に

更新して学生に提供している。 

 

・教育現場への貢献と学生の修学環境について、教職大学院は教育委員会からの長期研修員の

受け入れ、県内公立学校の校内研修支援、ICT を活用した山間地域の校内研修支援、県教育

委員会との教科等共同研究など、教育委員会や学校の教育研究活動に積極的に関与している。

このような教育現場への貢献実績に基づいて教育委員会や地域の学校との信頼関係を形成

し、これを基盤に学生が学ぶ機会・環境が豊富に用意されている。 

 

・修了生の活躍状況とフォローアップについて、300 名近い修了生を輩出しており、修了生に

よるネットワークが構築されている。これを介して教職大学院の教育研究成果が発信・共有

されている。また、このネットワークと地域学校が繋がって広く県内教員のリカレント教育

に貢献するなど、修了生による自立的なスキルアップの仕組みを教職大学院が支えることで

継続・発展してきている。このように、修了生が修了後も実践研究への動機を高く維持し、

より良い教育実践を追求する態度を維持するためのフォローアップが行われている。 

 

 

 

令和８年３月 

一般財団法人教員養成評価機構 
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Ⅰ 認証評価結果 

 群馬大学教職大学院（教育学研究科教育実践高度化専攻）は、教員養成評価機構の教職大学院評価

基準に適合していると認定する。 

 認定の期間は、令和 13年３月 31日までとする。 

 

 

Ⅱ 基準ごとの概評 

基準領域１ 学生の受入れ 

基準１－１ 

〇 アドミッション・ポリシーに沿い、入学者数の確保に努めるとともに、公平性、平等性、開放性

を確保した学生の受入れを行っていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

 アドミッション・ポリシーに基づき、公平性、平等性、開放性を重視した入学者選抜が実施されて

いる。学生募集においては、各地域や教育現場のニーズを反映した３コースの教育課程が設定され、

学部卒学生や現職教員、外国人など多様な学生を受け入れる仕組みが整備されている。選抜過程では、

「入学者選考に関する申合せ」等により公正な評価が行われ、選考手続の透明性も確保されている。 

 入学者の確保については、群馬県教育委員会から現職教員の一定数の派遣を受け、学部卒学生等は

内部進学者の他、関東地区の大学からの進学者により受験者は適正に確保できており、入学定員を充

足している。 

 

 

基準領域２ 教育の課程と方法 

基準２－１ 

〇 教職大学院の制度並びに各教職大学院の目的に照らして、カリキュラム・ポリシーに沿った体系

的な教育課程を編成していること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

教育課程は、教職大学院の目的とカリキュラム・ポリシーに基づいて体系的に編成されており、共

通５領域からなる共通科目、独自に開設した共通科目、コース科目、実習、課題研究が関連付けられ

ている。特に、地域性により独自に開設した共通科目「多文化共生教育の課題と実践」での学びを３

コース共通の基盤として発展的な学びを構造化することで、地域の実態に即して「個別最適な学び」・

「協働的な学び」の探究に向けて共生の視点からも重層的に接近する教育の展開が期待される。 

 

基準２－２ 

〇 教職大学院の制度並びに各教職大学院の目的に照らして、ふさわしい授業内容、授業方法・形態

になっていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

授業内容、授業方法・形態は、教職大学院の目的に適合する形で設計され、学生の実務経験や学修 

履歴を考慮して柔軟に提供されている。例えば、教職未経験者対象の「教職実践基礎研究Ａ・Ｂ」は、

学校の実情と課題に即してその後の学びを支える基調科目として全体的な教育の質の向上に寄与し

ている。特に、学生一人に指導教員を３名配置する指導体制は、学生の多様な臨床的疑問に応えて有

効な学びと実践研究の取り組みを可能にし、かつ、精神的なサポートやキャリア形成支援を行うなど、

修学生活への総合的な支援が高く評価できる。 

 

基準２－３ 

〇 教職大学院にふさわしい実習になっていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

実習は、各コースの学修目標に沿って、１年次実習科目と課題研究を連動させながら２年次の実習

に繋がるように系統性をもたせて体系化されている。実習科目の系統性を確保するため大学院教員が

実習校を訪問し、科目全体の系統性について説明して理解と協力を求めている。実習先の決定は、学

生が希望する課題研究テーマや学校種に基づき適切に決定されている。大学院教員との課題研究授業
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や実習巡回指導を通して、実習の省察が効果的に行われている。また、実習単位の免除規程を設け、

一定の教職経験を有する現職教員学生の２年次実習が免除される仕組みを備え、現職教員学生、及び、

実習校指導教員の負担軽減が図られている。その上で、実習単位が免除された場合でも、課題研究に

繋がる実習の機能が保持され、実習録作成の負担が軽減される工夫は高く評価できる。 

 

基準２－４ 

〇 成績評価・単位認定、修了認定が教職大学院の教育の在り方に照らして適切であること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

成績評価、単位認定、修了認定は、群馬大学の大学院学則や教育学研究科規程に従い、かつ、教職

大学院の教育理念や目的に即して、適切かつ透明性の高い手続により実施されている。 

各科目の成績評価は、学部卒学生及び現職教員学生ごとに設定された到達目標に基づいて、授業担

当者の合議で決定される。また、実習科目の評価と単位認定は、実習校からの評価も参考にしながら

複数教員間の合議で決定される。学生には、カリキュラムツリーやシラバス、実習の手引きにおいて

科目ごとにディプロマ・ポリシーや到達目標が周知されている。成績評価に関する疑義申立てについ

て、大学 LMS を通じて周知されるなど適切に実施されている。 

 

 

基準領域３ 学習成果 

基準３－１ 

〇 各教職大学院の目的及びディプロマ・ポリシーに沿って、学習成果があがっていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

学習成果は、ディプロマ・ポリシーに基づき、単位修得率、「授業評価アンケート」や年間の学修

を振り返る「教育に関する現況調査アンケート」、「課題研究報告会でのアンケート」により、学生の

目標到達に関する自己評価を含めて適切に測られている。これらの結果は、コース会議、FD 会議で

検討され、「学生との懇談会」での意見聴取を踏まえた授業改善に活用されて、実践的な教育課題に

基づく学びを通した実践力の向上につながっている。加えて、適時的に効果的な学習成果を得るため

の大学院の運営検討を纏めて発信する「群馬大学教職大学院の改組後の成果検証」など、学習成果の

評価に対する真摯な取り組みは評価できる。 

 

基準３－２ 

〇 修了生の学習成果の把握に努めていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

修了生と修了生の勤務校校長、教育委員会関係者を対象とした調査を概ね５年ごとに実施して学習

成果の把握に努めている。これらの結果から、修了生の満足度は高く、勤務校校長や教育委員会から

は共通して修了生の活躍と教職大学院の教育の意義が高く評価されている。さらに、修了生がネット

ワークを構築し、大学院の教育研究成果が地域の学校に発信・共有されている。このネットワークの

影響は、地域学校との連携による教員のリカレント教育などへと波及している。修了生の活動が教職

大学院と、修了生によるネットワークにより支えられ、修了後の実践研究に対する動機と、より良い

実践を追求する態度が維持されていることは高く評価できる。 

 

 

基準領域４ 教育委員会等との連携 

基準４－１ 

〇 教育委員会等との連携が機能していること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

群馬県教育委員会や前橋市・高崎市・伊勢崎市等の教育委員会との連携事業を通して、地域の教育

課題の解決に向けた具体的な取り組みが、多岐にわたって積極的に進められている。事業への関与は、

教職大学院の教員にとって県内の教育事情や学校が抱える課題を把握する機会にもなっている。これ

らの事業から得た知見や学校からの要望は、教職大学院の授業や研究指導に還元されている。教職大

学院の教員は教育委員会や県内学校と相互に価値を提供し合う関係を築くことで、学校の実態に即し
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て学び、研究する環境を適時的に更新して学生に提供している点が高く評価できる。 

 

 

基準領域５ 学生支援と教育研究環境 

基準５－１ 

〇 履修指導並びに学修支援を適切に行っていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。   

３コース共に、学生一人一人の履修計画を教員が確認し、学修履歴や実務経験に応じて適時的に履

修指導が行われている。また、コース会議において学生の単位修得状況を随時確認・共有している。

この他、指導教員とは別に研究科学生支援委員を各コースに１名配置し、様々な案件に対応した履修

指導が行われている。特に課題を抱える学生に対しては、指導教員や研究科学生支援委員、専門職学

位課程長が面談を実施し、詳細状況を把握しながら助言を行うなど、教育的配慮に基づく丁寧な履修

指導が行われている。 

 

基準５－２ 

〇 生活支援、キャリア支援、経済支援の取組、並びに学生に対するハラスメント、メンタル・ヘル

ス等に対応する措置が適切であること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

大学や教職大学院において、学生に対する生活支援、キャリア支援、経済支援の取り組みが多角的

に展開されている。特に、ハラスメントやメンタル・ヘルスケアにおいては対応の専門窓口が設置さ

れ、相談体制が整備されている。また、キャリア支援では全学の対応に加えて、教職大学院の特色あ

る取り組みとして、群馬県との交流人事による実務家教員が、学部卒学生向け科目「教職実践基礎研

究」を担当するなど、就職に向けた幅広い支援を行っている。経済的支援では、大学の授業料減免や

奨学金制度、大学院生海外研究活動等奨励金があり、大学院独自の支援として研修参加費や課題研究

にかかる消耗品費を補助する支援が用意されている。これらの取り組みにより、学生が安心して学修

に取り組める環境が整えられている。 

 

基準５－３ 

〇 施設・設備並びに図書、学術雑誌、電磁的方法により提供される学術情報資料を、有効に活用し

ていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

教育研究活動を支えるために充実した施設・設備を有効に活用している。特に、講義室や演習室、

院生室などの基本的な設備に加え、LMS やコミュニケーション支援ツール、ICT 環境が整備されてい

る。LMS は、動画を含む教材や課題の提示・提出、受講者への連絡等の機能を備えている。これによ

り、対面授業を前提とするがオンラインで学修を進めることも可能になっている。遠方の学校に勤務

する現職教員学生にとっては、諸手続きがオンラインで可能となり負担軽減になっている。これらの

取り組みにより、学修・研究活動に必要な情報を適切に取得できる環境が整えられ、活用されている。 

 

 

基準領域６ 教育研究実施組織 

基準６－１ 

〇 教育研究上の目的を達成するための組織が機能していること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

教育学研究科を円滑に運営するための組織が構築され、諸規定が適正に整備されている。研究科の

運営には研究科運営会議を中核組織として毎月定例で重要事項を審議し、最終的には研究科教授会で

審議・決定・実施される。研究科運営会議の下に入試・教務・実習・学生支援の４つの委員会、さら

に、その下に各コース会議が設置されて、多岐にわたる研究科運営に必要な事項を円滑に審議・運営

している。学生への教育研究指導を支える指導教員３名体制、研究科学生支援委員、専門職学位課程

長など適時的な連携支援の仕組みを備えて、教育研究上の目的を達成するための組織が適正に機能し

ている。教育研究活動の特色として、県・市町教育委員会、地域の学校との連携活動への積極的関与
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が挙げられるが、教職大学院を担当する教員の多忙化も危惧される。既に多忙化の改善検討がなされ

ているようであるが、教育研究組織の安定的運営のためにも引き続きの検討を期待したい。 

 

基準６－２ 

〇 教育研究上の目的を達成するために、組織的に研究する環境を備え、またＦＤに取り組んでいる

こと。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

教科教育担当教員を中心とする教育研究会を組織して、継続的に教科教育の理論と実践に基づく研

究がなされている。この他、群馬県教育委員会との連携事業における共同研究、教員研修高度化モデ

ル開発事業など、理論と実践の架橋を目指して研究者教員、実務家教員、学生や修了生を含めた教育

学研究科の組織的研究が活発に実施されている。また、FDの取り組みとして、協力教員を含めた研

究科全体で「シンポジウム ぐんまの教師力を高める」を実施し、この他、コースごとの FD、そして、

修了生との共催により他大学の教員を招いて拡大 FD を実施するなど、積極的に FD 活動に取り組んで

いる。 

 

 

基準領域７ 点検評価と情報公表 

基準７－１ 

〇 教職大学院の教職課程の自己点検・評価を定期的、組織的に行っていること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

教職課程の自己点検・評価は、大学の内部質保証に関する方針・教育の方針に従い「教育学研究科

の教育課程における教育内容、方法等に係る自己点検・評価及び改善実施要項」を定めて毎年度実施

されている。評価結果は、大学評価室において全学的水準で検証されている。また、外部評価では、

教育課程連携協議会での意見聴取の他、修了生への調査、修了生の勤務校校長に意見聴取している。

この他、学生へのアンケート調査等を踏まえ、懇談会を実施して授業・実習・学生生活・施設等への

意見や要望を収集・検討し、改善に繋げている点が高く評価できる。改善例として、県教育委員会や

現職教員学生からの要望を受け、課題研究と連動する現職教員学生２年次の実習単位免除制度の導入

が挙げられ、実習の機能を保ちながらも実習録作成の負担が軽減された。 

 

基準７－２ 

〇 教職大学院の教育研究活動等の状況並びに成果を、広く社会に公表するため、積極的に発信して

いること。 

評価結果・・基準の内容を満たしていると判断する。 

 ウェブサイト、パンフレット、News レターなど、各種媒体を通じて教職大学院の広報に努めてい

る。教育研究活動については、大学の公式サイトとは別に大学院独自のサイトを立ち上げ、実践検討

会報告など日々の教育活動を適時に発信し、教職大学院での学びがよりイメージしやすい工夫がなさ

れている。今後、独自サイトの掲載内容の拡充を図る計画がある。また、学生の課題研究成果に関し

ては、「課題研究報告会」を対面とオンラインのハイブリッド形式で開催して教育関係者に公開して

いる。この他、群馬県教育委員会との連携事業「シンポジウム ぐんまの教師力を高める」において

課題研究の成果を話題提供するなど、広く県内外の教育現場に教育研究成果を積極的に発信している。 

 

 

Ⅲ 評価結果についての説明 

群馬大学から令和６年 10月 16 日付け文書にて申請のあった教職大学院（教育学研究科教育実践高

度化専攻）の認証評価について、その結果をⅠ～Ⅱのとおり報告します。 

教員養成評価機構では、「教職大学院等の認証評価に関する規程（平成21年10月20日理事会決定）」

に基づき「認証評価実施要項」、「自己評価書作成要領」、「訪問調査実施要領」等により群馬大学が実

施した自己評価を前提に書面調査及び訪問調査を行い、評価結果を作成しました。  

評価は、機構の評価委員会の下にある評価専門部会の評価員６名が担当しました。評価員は、教職

大学院等を有する大学の関係者、有識者で構成されています。評価にあたっては、教職大学院評価基
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準（平成 21年 10 月 20 日決定）に基づき実施しました。  

書面調査は、令和７年６月末に提出のあった「教職大学院認証評価自己評価書」、「基礎データ：１

現況票、２専任教員個別表、３専任教員の教育・研究業績、４シラバス」及び「添付資料一覧：資料 

１ 2025 年度群馬大学大学院教育学研究科（専門職学位課程）学生募集要項ほか全 130 点、訪問調査

時追加資料：資料 131 2025 年度大学院入試委員名簿 ほか全 16点」をもとに調査・分析しました。 

「教職大学院認証評価自己評価書」における「Ⅶ 基準ごとの自己評価」の調査・分析については、

「Ⅵ 前回評価の指摘事項の対応状況」及び「Ⅷ 法令要件事項の確認」の記載内容を踏まえています。 

各評価員による調査・分析の結果は、主査（群馬大学教職大学院認証評価担当）に集められ、評価

専門部会（評価チーム会議）の検討を経て整理し、令和７年 10 月７日、群馬大学に対し、訪問調査

時における確認事項と追加提出書類・閲覧書類に関する連絡をしました。  

訪問調査は、「現地訪問視察」と「ウェブによる面談」に分け、令和７年 11月７日に現地訪問視察

を、令和７年 11月 14 日にウェブによる面談を群馬大学教職大学院に対して実施しました。 

現地訪問視察では、教職大学院関係者（責任者）及び教員との面談（１時間 30分）、学生との面談

（１時間）、連携協力校の視察・同校校長及び教員等関係者との面談（１校１時間）、学習環境の状況

調査（30分）、関連資料の閲覧を実施しました。  

ウェブによる面談では、教育委員会等関係者との面談（45 分）、連携協力校校長及び教員等関係者

との面談（45 分）、授業等教育現場視察（１科目１時間）、修了生との面談（45 分）、教職大学院関係

者及び教員との面談（15分）を実施しました。  

書面調査と訪問調査に基づき、各評価員から主査に調査・分析結果の最終報告が集められ、主査及

び副査が評価結果を取りまとめた後、評価員全員で確認し、令和７年 12 月 24 日開催の評価専門部会

において審議し「評価結果原案」としました。  

「評価結果原案」は、令和８年１月 16 日開催の第２回評価委員会に諮り審議し、「評価結果案」と

しました。「評価結果案」を、群馬大学に示し、意見申立の手続きを経たのち、第３回評価委員会を

行い、令和８年３月５日をもって最終的な評価結果を決定いたしました。  

 

評価結果は、表紙の「教職大学院の評価ポイント」、「Ⅰ 認証評価結果」、「Ⅱ 基準ごとの概評」で

構成されています。  

「教職大学院の評価ポイント」は、群馬大学教職大学院の教育課程、教員組織、施設・設備、その

ほか教育研究活動について、評価により見出される特色や大きな問題点について記しています。  

「Ⅰ 認証評価結果」は、機構の教職大学院評価基準に適合しているか否かを記しています。適合

していない場合は、その理由を付しています。  

「Ⅱ 基準ごとの概評」は、基準ごとの評価結果、及び基準ごとの評価により見出される特色や問

題点について記しています。  

Ⅰで認証評価基準に適合しているにもかかわらず、問題点や改善を要する事項が記載された事項は、

今後、是正するような措置を講じることを求めるものです。ただし、このことについて、後日、改善

報告書等の提出を求めるものではありません。  

 

以  上 
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資料 135 大学院入試 県外からの受験状況 

資料 136 群馬大学大学院共通科目に関する内規 
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